
センチュリー２１ ブロック会議（勉強会）  

                                  平成１１年９月２１日 

                  弁護士  坂  和  章  平 

                      （本文中の資料は掲載を省略しました） 

 

第 1. 自己紹介 （産経新聞カラー版参照・資料 1)～4)） 

1. 昭和２４（１９４９）年、愛媛県松山市生まれ。中学・高校を松山で過ごす。 

 ① 松山は司馬遼太郎「坂の上の雲」の舞台（明治日本の中で 

   秋山好古・真之兄弟＋正岡子規を主人公としたベストセラー） 

 ② 人口３０万人の地方都市の良さ 

    ・道後温泉          ・きれいな街（城山・観光地） 

    ・便利（買物、映画、遊び）  ・社会資本充実（学校など） 

 ③ 受験校（６年制一貫教育、男子校）の良いところ・悪いところ 

2. 昭和４２（１９６７）年・阪大法学部入学、昭和 46(1971)年・阪大法学部卒業。 

① 70 年安保（佐藤首相訪米阻止） 

② 学生運動（全学封鎖、東大安田講堂事件） 

③ 団塊の世代 

3. 昭和４９（１９７４）年、大阪弁護士会登録。 

① 司法試験の勉強  ② 「労ベン」とは？ ③ 公害問題  

④ 消費者問題    ⑤ 都市問題 

4. 坂和弁護士の仕事内容 

① 一般の弁護士業務は一般民事中心。事件数は多い。 

② ライフワークは都市問題・都市計画・まちづくりの領域。 

③ 執筆活動（出版、論文） 

 著 書：『都市づくり・弁護士奮闘記』、 

      『岐路に立つ都市再開発』、 

      『震災復興まちづくりへの模索』、 

      『まちづくり法実務体系』、 

      『ルートは誰が決める？－大阪モノレール訴訟顛末記』、 

      『Ｑ＆Ａ生命保険・損害保険をめぐる法律と税務』 など 

④講演 

5. 趣味 

① 将棋 （教育ＴＶ日曜日朝１０時～１２時 毎週） 

② カラオケ 

  （ナツメロ・演歌からアムロ、ＳＰＥＥＤ、宇多田ヒカルまで） 

③ 映画・ミュージカルなどの鑑賞＋映画評論 

・ジョン・グリシャム原作 リーガルサスペンス映画の面白さ 

「法律事務所」、「ペリカン文書」、「依頼人」、「評決のとき」、「レインメーカー」、「相続人」 など 

    └───────────→（資料 5)「映画評論」） 

④ ゴルフ 年 40 回位 

 ・スコア 90～95 の「セコセコ」ゴルフ 

 ・クラブ競技は不参加。友人との「ニギリ」ゴルフ中心 

⑤ フィットネス通い （水泳、ステップ、10km マラソン） 



⑥ 友人・依頼者との食事会・飲み会 

⑦ 逆に興味のないもの 

  弁護士会の役員（会長・副会長） 

 

第 2. 法的事実と生の事実との仕分け（「サッチーVS ミッチー騒動」参照） 

1. 法律的意味における「主張」「立証」とは？ 

  ───争点整理の重要性─── 

2. 紛争の構造 

 ① Ａも自分の主張する事実が真実だと主張 

 ② Ｂも自分の主張する事実が真実だと主張 

 ③ このように本来１つであるべき真実がくいちがうところを 

   証拠にもとづいて、事実認定をするのが法的事実認定 

3. 争点の特定＝争点整理 

   ＝争いのない事実と争いのある事実の仕分け 

4. 争点判断のために必要な事実（主要事実、間接事実、事情）と無関係な 

  事実との仕分け 

5. 争点についての主張と立証の重要性 

 （＝争点以外の主張の展開はかえって不利？） 

6. 立証責任という考え方 

ex.) 貸金あり、       ┐ 

   弁済した、       │ 

  不貞行為あり、     ├ の立証責任はどちら？ 

   認知せよ、       │ 

  「コロンビア大学卒業」 ┘             

 

第 4. 訴訟の実務 

1. 要件事実とは？ 

    原告（Ｋ）     被告（Ｂ） 

 ①請求原因  →  認否 

 ②認否    →   抗弁 

 ③再抗弁  →   認否 

 

2. サンプル 

1)〈請求原因〉 

 ＫはＢに対し○年○月○日 100 万円を○○の約定で貸し渡した。 

 （金銭消費貸借契約の成立） 

2)〈認否〉 認める 

〈抗弁〉 ○年○月○日の期限内に利息を付けて返済した 

3)〈認否〉 否認する 

 →〈争点〉：ＢはＫに○年○月○日に返済したか否かの１点 

3. 1)書証  借用書、返済金の領収書など 

 2)人証 ┌ Ｋ本人 

      │ Ｂ本人 



      ┤ Ｗ1:ＫにＢを紹介した人 

      │ Ｗ2:喫茶店のマスター 

      └    （喫茶店で金を返すときの状況を目撃した） 

4. 訴訟の進行 

 1) 訴状陳述 

 2) 答弁書陳述 

 3) Ｋ側、Ｂ側準備書面陳述 → 争点整理（弁論準備） 

 4) 書証提出、証人採用 

 5) 証人尋問の実施 

 6) 最終準備書面陳述 

 7) 判決            cf. 途中、和解の可能性あり 

5. 弁護士と依頼者の作業 

1) 依頼者からの事情聴取、争点整理、勝敗の見通し 

2) 証拠資料のチェック 

3) 訴状、答弁書、準備書面の作成・チェック 

4) 証人の選定 

5) 証人尋問の打合せ・尋問実施 

6) 和解の可否の打合せ 

 

第 5. 実例（東京高裁Ｓ６１．４．２４ 判決 判時１１９５号・８９頁） 資料 6) 

『仲介を委託した不動産取引業者を排して、他の業者の仲介により不動産取引を 

成立させた場合において、排斥された業者から委託者に対する報酬請求ならびに 

仲介した業者に対する損害賠償請求が認容された事例』 

 

 

〈事実関係〉 

① Ｙ1 はＸに対し、建売の建物（土地付）に買受けの仲介を依頼し、その代金額（金 ８４００万円）について合意が成立していた 

② 所有者である建売業者が別の不動産業者Ｙ2 と特別の仲介委託契約を結び、３日間をＹ2 の「優先仲介期間」と定めた 

③ Ｙ1 が購入を申し出た時は②)の期間であったため、ＸはＹ1 に期間終了まで待つよう話した。しかし、Ｙ1 は②の期間中に他に売却され

ることをおそれ、Ｘとの関係をそのままにしてＹ2 を介して購入方を打診したところ①より低額な金 ８１５０万円でＹ1 が買い受けた 

④ Ｙ2 はＸを刺激することになるので、買主の名前を別にするようＹ1 に勧め、Ｙ1 は他人の名義で所有権移転登記を経由した 

⑤ ＸはＹ1 に対し仲介報酬、Ｙ2 に対し不法行為に基づく損害賠償請求をした 

 

〈判決〉 

① 前記②「優先仲介期間」というのは他の業者が仲介行為がまったく成立し得ないというものでもない 

② Ｘの側にも売買契約締結を延ばし（Ｙ2 と報酬を分ける事を避ける）、現地案内の際にもＹ1 、Ｙ2 との接触を避けさせる等不動産業者

として責められるべき点はあるが、ＸがＹ1 に対して取得し得た報酬請求権を保護に値しないものとすることはできないとし、報酬額の １

／３、金８０万円を認容 

3) Ｙ2 に対しては絶対的優先権もないのにＹ1 にはあたかもあるような説明をし、かつ他人名義で購入するよう作為したとして、Ｘが建売

業者から取得し得た報酬請求権を侵害したとして、報酬額の ２／３、金 １７０万円を認容 

 

第 6. 不動産をめぐる紛争の注意点 

1. 防止のため 



 1) 不動産売買契約書、仲介契約書、その他書類をきちんと作成すること 

  →日付抜き            ┐            

   代わりにサインしておいた  ├  などはダメ！ 

   共有の場合、「Ａ他」と略記 ┘ 

 2) 交渉経過を業務日誌としてメモする習慣をつけること 

  →日付、話し合い内容など忘れやすいため 

2. 紛争を有利に解決するために 

1) 弁護士、裁判所に事実をわかってもらうことが大切 

 そのためには… 

 ①時系列に沿って必要な事実をまとめたメモをつくる 

  （しゃべるだけではダメ！ ） 

 ②自分の言い分に沿う証拠があるかどうかをチェックして一緒に提出 

   （ex. 手帳、業務日誌、FAX 控など） 

2) 訴状、答弁書、準備書面の作成時の注意点 

 ①たくさんある生の事実から要件事実を引出し、まとめていく意味を理解すること 

   →判決における事実摘示を参照 

 ②自分の言っていることが主要事実、間接事実、事情のどの範疇 

  に属することかを常に意識すること 

3) 証人尋問の際の注意点 

 ①質問に対して答えること （一人でベラベラしゃべっては逆効果） 

 ②要点だけを述べること → 特に結論をのべること 

 ③ディベートの訓練が必要 

 ④日本語の曖昧さは訴訟には不向き 

第 7. よい弁護士の見分け方 

1. 弁護士の資格、弁護士会のシステム 

 ① 「司法制度改革審議会」の活動開始 

 ② 二割司法とは 

 ③ 法曹一元とは 

2. 弁護士の仕事スタイル 

 ① 時間の使い方  ② 事務所形態 

 ③ 事務員の数、仕事内容 

3. 弁護士の質、能力 

 ① ボス弁とイソ弁   ② しゃべり弁と書き弁 

 ③ 人間に対する目  ④ 金に対する目 

 ⑤ 法的知識と人生経験 

4. 弁護士を有効に利用するためのノウハウ 

 ① アポをとる     ② 事実経過のメモをつくる 

 ③ 資料を整理する    ④ 日常的に接触を保つ 

5. 悪徳弁護士とは？よい弁護士とは？ 

6. アメリカのリーガルサスペンスにみる弁護士像 

 ① 弁護士の生活ぶり 

 ② 陪審制度の理解 

 ③ 集中審理の実態 



 ④ 証人尋問の迫力（異議の連発、裁判官の訴訟指揮）の面白さ 

  （主尋問、反対尋問） 

 ⑤ 弁護士の弁論技術（陪審員への説明）の優劣の面白さ 

7. 陪審制・参審制（cf. 映画「12 人の怒れる男」） 

 ① 市民の義務、市民から選ばれた陪審員 

 ② 法廷での証拠のみに基づく判断 

 ③ 職業裁判官制度との優劣 

                            以   上 


